
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 衞藤 明和

１ 日 時

平成３０年３月６日（火） 午前１０時５０分から

午前１１時２５分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

、井上明夫、嶋幸一、木田昇、小嶋秀行、久原和弘、吉岡美智子衞藤明和

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

土木建築部長 阿部洋祐 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第５３号議案のうち本委員会関係部分、第６１号議案及び第６２号議案については、可

決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）九州北部豪雨・台風第１８号の復旧・復興推進計画進捗状況について、執行部から報告

を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 長友玉美

議事課議事調整班 主幹 増永康弘



土木建築委員会次第

日時：平成３０年３月６日（火）本会議終了後

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係

（１）付託案件の審査

第 ５３号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

第 ６１号議案 平成２９年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第２

号）

第 ６２号議案 平成２９年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第１号）

（２）諸般の報告

①九州北部豪雨・台風第１８号の復旧・復興推進計画進捗状況について

（３）その他

３ 協議事項

（１）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、土木建築委員会を衞藤委員長

開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案３件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

まず、第５３号議案平成２９年度大分県一般

会計補正予算（第９号）のうち本委員会関係部

分について、執行部の説明を求めます。

それでは、第５３号議案平阿部土木建築部長

成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

に関する土木建築部関係の総括的な内容につき

まして、御説明いたします。

お手元の土木建築委員会資料の１ページをお

開き願います。

平成２９年度３月補正予算説明資料（土木建

築部）でございます。

まず、１の補正予算額の表の区分欄、一般会

計の上段から８行目に太字で記載しております

計の欄を御覧ください。

既決予算額１，０６４億７，６２９万８千円

に、その右の今回補正予算額４２億６，６２５

万２千円を減額しますと、さらにその右の計

（Ａ）の欄にありますとおり、補正後の土木建

築部の一般会計の歳出予算総額は、１，０２２

億１，００４万６千円となります。

最も大きな減額理由ですけれども、昨年の九

州北部豪雨及び台風第１８号災害に伴いまして、

あらかじめ確保しておりました災害復旧費につ

いて、詳細な調査・設計を実施して国に申請を

行い、査定が完了したことで事業費が確定いた

しました。この結果、約２２億７千万円の減額

を行ったことによるものでございます。

具体的には、増減の内容について、まず、さ

きほどの計の欄のさらに下、内訳の欄を御覧く

ださい。

上段の公共事業でございます。２１億３，９

０６万７千円の減額となっております。その下

の括弧書きにありますように、国の補正分とし

て、９３億７，４７０万６千円の増額をしてお

りますけれども、さきほど説明したとおり、災

害復旧で被害額の確定に伴う減額に加え、年度

当初の国内示額が見込みを下回ったことにより

減額を行うものでございます。

内訳欄の一番下、非公共事業につきましては、

２１億２，７１８万５千円の減額でございます。

これは、公共用地先行取得事業費や、災害関

係受託事業費の事業費の確定に伴う減額などに

よるものです。

次に区分欄、特別会計を御覧ください。こち

らは第６１号議案、第６２号議案で後ほど詳し

く御説明いたしますが、真ん中の臨海工業地帯

建設事業特別会計につきましては、２８億２，

８１３万８千円の増額、その下の港湾施設整備

事業特別会計につきましては、１億７，９３０

万円の増額をお願いしております。

続きまして、２の繰越明許費（限度額）でご

ざいます。

最上段に既決分として記載しているとおり、

適切な工期を設定し発注すると年度を越えるた

めに９月補正及び１１月補正で承認をいただい

た事業が、一般会計で４４件、２４３億３３０

万９千円、臨海工業地帯建設事業特別会計で１

件、５億６，９００万円でございます。

この承認済みの事業について、主に国の補正

予算の受入れ等に伴い今回変更するものが、下

の変更分として記載しているとおり、一般会計

で２９件、１８０億２，５１０万２千円でござ

います。

また、今回、年度内の事業完了が困難となっ

たために新たに限度額の設定を行う事業として、

追加分の欄に記載のとおり、一般会計で１９件、

６４億３，４０５万３千円、港湾施設整備事業

特別会計で１件、２億６，３００万円でござい

ます。

これによりまして、補正後は合計の欄に記載
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のとおり、一般会計の合計で９２件、４８７億

６，２４６万４千円の限度額となります。

これらの事業につきましては、これから年度

末までに、鋭意、事業の進捗を図りまして、繰

越額をできるだけ少なくするよう努めてまいり

ます。

続きまして、３の債務負担行為の補正でござ

います。

今回新たに債務設定をお願いする事業は、追

加分としては、記載のとおり、一般会計で３件、

４，７１４万２千円、港湾施設整備事業特別会

計で１件、１，８０５万７千円でございます。

また、既に御承認をいただいている事業の変

更分として、記載のとおり、一般会計で１０件、

１０億４，６７８万円の減額でございます。

以上で、私からの説明を終わらせていただき

ます。

この後、詳細につきまして関係課長から御説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。

今の資料の裏面を御覧浦辺土木建築企画課長

いただきたいと思います。

債務負担行為の内容でありますが、まず、

（１）の債務負担行為の補正（追加分）に記載

しておりますように、一般会計３件、港湾施設

整備事業特別会計１件は、いずれも本年４月１

日から業務を行う必要があることから今年度中

に入札などを行い、年度内に契約を締結するた

め、債務負担行為をお願いするものです。

次に、（２）の債務負担行為の補正（変更

分）でございます。

一般会計の左側の数字の１番の道路改良事業、

７番の道路施設補修事業及び８番の街路改良事

業については、早期完了が見込まれることから

減額するものです。

２番から６番までの道路改良事業は、備考欄

にありますように、年度内発注が困難となった

ことから減額するものです。

９番の生活排水処理施設整備費補助は、国費

の内示落ちに伴い、交付決定金額を減額するも

ので、一番下、１０番の大洲運動公園及び総合

体育館管理運営委託料は、指定管理者が決まり、

委託料が確定したことによる減額でございます。

続きまして、道路建設課関稲井道路建設課長

係の補正予算のうち、主なものについて御説明

いたします。

平成２９年度補正予算に関する説明書の２９

８ページをお開きください。

表の下段の方の第２項道路橋梁費、第３目道

路新設改良費でございますが、表の左側から３

番目、補正予算額の欄を御覧ください。

目計で９億７，７８２万３千円の減額をお願

いしております。

次の２９９ページを御覧いただきますと、主

な事業の内訳がございます。

事業名欄の道路建設課の一番上にあります公

共の道路改良事業費５億４６３万３千円の減額

は、国庫補助事業費の確定に伴い、増減額が生

じたものでございます。

その下の公共の国直轄道路事業負担金２億５，

６８９万２千円の減額につきましても、直轄事

業費の確定に伴うものでございます。

道路保全課関係の補正予算和田道路保全課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

２９７ページを御覧願います。

第２項道路橋梁費、第２目道路維持費につき

ましては、目計で８億６，４３８万円の増額を

お願いしております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の下か

ら２番目、単独の道路施設補修事業費６億８，

１９８万６千円の増額は、道路の舗装補修等を

実施するものです。

次に２９８ページ、事業名欄一番上の公共の

道路防災事業費９億５，５３１万円の増額は、

国の補正予算を受け入れ、道路法面の災害防止

対策などを実施するものです。

河川課関係の補正予算のうち、後藤河川課長

主なものについて御説明いたします。３０２ペ

ージをお開きください。

第３項河川海岸費、第１目河川総務費につい

て、目計で３億１，３０３万円の増額をお願い

しております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の（河

川課）の１行下にあります河川海岸維持管理費
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２，６０８万円の減額ですが、これは、芹川・

北川ダムの管理者負担金が見込みを下回ったこ

となどによるものです。

次のページをお開きください。事業名欄上か

ら５行目の災害復旧調査費３億２，７１３万６

千円の増額ですが、これは、九州北部豪雨及び

台風第１８号に伴う災害復旧工事のための測量

設計業務委託料の増額などによるものです。

次に、第２目河川改良費について、目計で５

億７，８２２万７千円の増額をお願いしており

ます。

主な事業の内訳としまして、次の３０４ペー

ジの事業名欄一番上の公共の広域河川改修事業

費８億５，０１２万６千円の増額及び事業名欄

上から６行目の公共の河川災害関連事業費３億

２，１０７万５千円の増額ですが、これは、九

州北部豪雨及び台風第１８号に伴う改良復旧事

業等、国庫補助事業費の追加内示によるもので

す。

その他の事業についても、国庫補助事業費及

び国の事業費の確定に伴い、増減額が生じてお

ります。

港湾課関係の補正予算のうち、梶原港湾課長

主なものについて御説明いたします。

３０５ページを御覧ください。

第３目海岸保全費についてですが、３０５ペ

ージ事業名欄の下から５番目以降が当課の分で

ございます。事業名欄の一番下、公共の津波危

機管理対策緊急事業費３，５２８万の減額は、

事業費の確定に伴うものでございます。

次に、３０９ページをお開きください。

第４項港湾費、第２目港湾建設費について、

目計で３億５，２６６万６千円の減額をお願い

しております。

この事業の内訳につきましては、次の３１０

ページをお開きください。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の３番

目、公共の重要港湾改修事業費から、公共の港

湾改修統合事業費までの４事業は、国庫補助・

交付金事業でございまして、事業費の確定に伴

うものです。

その一つ下、公共の国直轄港湾事業負担金２，

３２０万７千円の増額は、国が行っている中津

港、別府港、大分港、佐伯港の整備事業費の確

定に伴うものです。

次に、３１１ページを御覧ください。第３目

空港建設対策費については、目計で１億３，４

３９万５千円の増額をお願いしております。

これは、事業名欄の一番上、公共の国直轄空

港事業負担金で、大分空港での整備事業費の確

定に伴うものです。

砂防課関係の補正予算のうち、亀井砂防課長

主なものについて御説明いたします。２枚お戻

りいただき、３０６ページをお開きください。

第３項河川海岸費、第５目砂防費について、

目計で６億４，２５６万９千円の増額をお願い

しております。

次の３０７ページを御覧ください。

主な事業費の内訳としまして、事業名一番上

の公共の通常砂防事業費から四つ下の公共の砂

防施設緊急改築事業費までの５事業、合わせて

１２億６，５０９万８千円の増額ですが、これ

は国の補正予算を受け入れ、砂防施設の整備を

行うものです。

また、二つ下の公共の砂防災害関連事業費か

ら一番下の公共の緊急急傾斜地崩壊対策事業費

までの４事業は、災害が発生した場合の緊急対

策としてあらかじめ予算計上しているもので、

採択基準を満たす災害が見込みを下回ったこと

により、減額するものです。

都市・まちづ渡辺都市・まちづくり推進課長

くり推進課関係の補正予算のうち、主なものに

ついて御説明いたします。３１３ページをお開

き願います。

第５項都市計画費、第３目街路事業費につき

まして、目計で１１億９，６２４万４千円の減

額をお願いしております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄上から

４行目公共の街路改良事業費１２億３，５８９

万４千円の減額となっております。これは、国

庫補助事業費の確定に伴うものでございます。

公園・生活排水課関藤崎公園・生活排水課長

係の補正予算のうち主なものについて、御説明

いたします。３１４ページをお開きください。
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第５項都市計画費のうち、第４目都市環境整

備費について、目計で１億４，０７１万７千円

の減額をお願いしております。

主な事業の内訳といたしまして、次のページ

の事業名欄の上から２番目、県営都市公園施設

整備事業費の４，７１６万３千円の増額ですが、

これは大分銀行ドームの芝張り替え工事の工法

変更によるものです。

その下の県営都市公園長寿命化対策事業費の

１億３，７８７万１千円の減額ですが、これは

国庫補助事業費の確定によるものです。

その下の生活排水処理施設整備推進事業費の

５，３８５万２千円の減額は、市町村事業費の

確定によるものです。

建築住宅課関係の補正予算宮本建築住宅課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

３１６ページをお開き願います。

第６項住宅費、第１目住宅管理費について、

目計で２億１，６９５万７千円の減額をお願い

しております。

主な事業の内訳といたしまして、事業名欄上

から３行目の木造住宅耐震化促進事業費につい

て、６，９６１万円の減額をお願いしておりま

す。

これは事業者や自治会への説明会等により積

極的に事業の周知を図りましたが、住宅所有者

からの申込件数が当初予算の見込みを下回った

ためです。

その二つ下、特定建築物耐震化促進事業費に

ついて、１億１，７３８万３千円の減額をお願

いしております。

今年度は、８施設の耐震改修工事を予定して

いましたが、工事内容及び工事着工時期の変更

により、３施設が来年度以降に工事延期になっ

たことによるものです。

公営住宅室関係の補正予算藤田公営住宅室長

のうち、主なものについて御説明いたします。

引き続き３１６ページを御覧ください。

第１目住宅管理費のうち、事業名欄の１番下、

県営住宅等管理対策事業費について、７２３万

３千円の減額をお願いしております。

これは、県営住宅の修繕や明渡し請求訴訟に

要する経費等が、当初の見込みを下回ったもの

でございます。

次に、３１７ページを御覧ください。第２目

住宅建設費のうち、事業名欄下から２番目の公

共の県営住宅建設事業費につきまして、３，０

１４万２千円の増額をお願いしております。

これは、県営城南住宅の建て替え工事に係る

国庫補助事業費の確定によるものでございます。

施設整備課関係の補正予算樋口施設整備課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

恐れ入りますが２９４ページにお戻りください。

第１項土木管理費、第４目営繕費についてで

ございます。目計で２億９，３３８万９千円の

減額をお願いしております。

主な事業の内訳としまして、事業名欄の（施

設整備課）の下にあります県有建築物防災対策

推進事業費６，７５５万７千円の減額は、入札

執行による事業費の確定に伴うものです。

次の２９５ページ一番上の県有建築物保全事

業費２億２，４１０万１千円の減額ですが、こ

れも入札執行による事業費の確定に伴うもので

ございます。

以上で一般会計補正予算に係る説明を終わり

ます。

以上で説明は終わりました。衞藤委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑等もないので、これより採衞藤委員長

決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本衞藤委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、第６１号議案平成２９年度大分県臨海

工業地帯建設事業特別会計補正予算（第２号）

について、執行部の説明を求めます。

第６１号議案平成２９年度大分梶原港湾課長

県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第
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２号）について、御説明いたします。

平成２９年度補正予算に関する説明書の４３

８ページをお開きください。

歳入の主な内容でございますが、項・目欄の

１財産収入１８億９，５４５万９千円の増額は、

土地の売却に係る増収に伴うものです。

その下の２繰入金９億３，２４６万７千円の

増額は、県債の繰上償還等を行うため、減債基

金からの繰入金を増額したものです。

次に、４３９ページを御覧ください。

歳出の内容でございますが、項・目欄の１土

地造成費のうち、事業名欄の一番上、６号地事

業費１億９，４９２万３千円の増額の主な理由

ですが、今後の６号地Ｃ－２地区への企業誘致

のため、企業立地促進等基金に積立てを行うも

のです。

その下の公債費２６億３，３２１万５千円の

増額は、歳入と同様に県債の繰上償還等により

補正をするものでございます。

以上で、説明は終わりました。衞藤委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑等もないので、これより採衞藤委員長

決いたします。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案について衞藤委員長

は原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

次に、第６２号議案平成２９年度大分県港湾

施設整備事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、執行部の説明を求めます。

第６２号議案平成２９年度大分梶原港湾課長

県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第１

号）について、御説明いたします。

何ページ。衞藤委員長

４４２ページでございます。梶原港湾課長

歳入の主な内容でございますが、項・目欄の

１使用料及び手数料２，１７２万２千円の減額

は、港湾使用料の減収に伴うものです。

その下の３財産収入の１億９，７１１万４千

円の増額は、土地の売払いによる増収に伴うも

のでございます。

次に４４４ページをお開きください。

歳出の内容でございますが、項・目欄の１港

湾施設管理費のうち、事業名欄の一番上の港湾

施設管理費１億８，３７４万６千円の増額は、

土地の売却等に伴い積立金を増額したものでご

ざいます。

次の４４５ページを御覧ください。

歳出の内容でございますが、同じく１港湾施

設管理費のうち、事業名欄の上から２番目の公

債費６１５万円の減額は、起債の金利が確定し

たことにより減額するものです。

次に、繰越明許費でございます。

資料が変わり恐縮でございますが、平成３０

年３月大分県議会定例会議案（追加議案）の７

２ページをお願いします。

事業名欄にあります港湾機能施設整備事業費

については、２億６，３００万円の限度額の承

認をお願いしております。

これは、地元関係者等との協議・調整に不測

の日数を要したことなどから繰越しの承認をお

願いするものでございます。

以上で、説明は終わりました。衞藤委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑等もないので、これより採衞藤委員長

決いたします。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案について衞藤委員長

は原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より報告をいたしたい旨の申出

がありましたので、これを許します。

先月、２月１９日に発表し阿部土木建築部長

ました７月の九州北部豪雨災害及び９月の台風

第１８号災害復旧・復興推進計画進捗状況につ
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いて、土木建築部関係の箇所を御説明させてい

ただきます。

資料は、お手元に進捗状況ということで、ホ

チキス止めの資料が二つございますので御覧い

ただきたいと思います。

まず、お手元の資料、平成２９年７月九州北

部豪雨災害復旧・復興推進計画の進捗状況の資

料１１ページをお開きください。

今回は２月１２日現在の状況を取りまとめた

ものでございます。１１ページから１２ページ

にかけて、道路・河川・砂防の復旧状況をまと

めております。昨年末までに全ての箇所につい

て災害の査定が完了しております。工事着手割

合は、①の道路の復旧では８５．２％、②の河

川の復旧では７１．６％、③の砂防関係施設の

復旧では８６．４％となっております。資料に

はありませんが、３月末までには、９０％以上

の箇所で工事着手する見込みとなっております。

１２ページの下の段、災害関連緊急事業の実

施でございますけれども、日田市の小野地区、

それから岩戸川の災害関連緊急事業が２月１日

に採択されました。両箇所とも既に設計や工事

などの対策を進めておりまして、早期復旧に努

めてまいります。

１３ページをお開きください。上段の（５）

ですが、県による市復旧事業の受託については、

日田市、中津市からの依頼を受けまして協議を

進めてまいりました。県と一体施工することが

効果的な箇所、橋梁など技術的難度が高い箇所

など９か所について受託することとしたところ

でございます。

その下、（６）入札制度の弾力的な運用にお

きましては、一刻も早く工事着手するために、

総合評価落札方式の対象としないことや配置予

定技術者等で条件を緩和するなど特例措置を実

施しております。

次に、お手元の資料、平成２９年９月台風第

１８号災害復旧・復興推進計画の進捗状況の資

料９ページを御覧ください。

９ページから１０ページにかけまして、道路

・河川・砂防の復旧状況をまとめております。

県南の台風第１８号災害につきましては、昨年

末までに全ての箇所で災害の査定が完了してお

ります。工事着手割合は、①の道路の復旧では

６９．８％、②の河川の復旧では３６．６％、

③の砂防関係施設の復旧では３８．９％となっ

ております。これも３月末までには、８０％以

上の箇所で工事着手する見込みとしております。

１０ページ中ほどの災害関連緊急事業の実施

では、既に採択いただいている津久見市の西泊

地区を除く、井無田川ほか３か所の災害関連緊

急事業が２月１日採択されました。この全ての

箇所において既に設計や工事などの対策を進め

ておりまして、こちらも早期復旧に努めてまい

ります。

１１ページ上段の（４）入札制度の弾力的な

運用においては、こちらも九州北部豪雨と同様

の特例措置を既に実施しております。

復旧・復興推進計画につきましては、適宜、

進捗管理を行い、必要に応じて進捗状況を発表

することとしております。

今後も適切な計画管理に努め、被災された方

々に工事進捗など分かりやすい説明を心がける

とともに、出水期までに適切な対策を進め、一

刻も早く安心して暮らせるように、迅速かつ着

実に復旧・復興に取り組んでまいります。

ただいまの報告につきまして、質衞藤委員長

疑、御意見はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ないようですので、これをもちま衞藤委員長

して土木建築部関係を終わります。

執行部の皆さまは大変御苦労さまでした。

〔土木建築部退室〕

ほかに何かありませんか。衞藤委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これを衞藤委員長

もちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


